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○緒嶋委員長 ただいまから議員定数・選挙区

調査特別委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

ただいま御着席のとおり決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、本日は、調査項目について及び活動方針

・計画について御協議いただきたいと思います

が、このように取り進めてよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、先日開催されました委員長会議の結果

につきましては、先日の常任委員会で資料の配

付がありましたので、説明は省略させていただ

きます。

それでは、委員協議に入りまして、まず、

（１）の調査事項についてから御協議いただき

ます。

お手元に配付の資料１をごらんください。１

の当委員会の設置目的については、さきの臨時

議会で議決されたところでございますが、２の

調査項目は、本日の委員会で正式に決定するこ

ととなっておりますので、御協議いただきたい

と思います。

調査項目の案としましては、１、県議会議員

の定数に関すること、２、県議会議員の選挙区

及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関

すること、の２つであります。この案について

何か御意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、この案のとおり決定

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○緒嶋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、（２）の活動方針・計画について御協

議いただきたいわけですが、その前に、ここで

協議の参考としていただくため、昨年度の議員

定数・選挙区調査特別委員会における審議の概

要について、書記のほうより説明させたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、そのようにいたしま

す。なお、お手元に「議員定数・選挙区調査特

別委員会配付資料平成19年度分」というファイ

ルがあると思いますが、これは昨年度の特別委

員会において配付された資料をまとめたもので

あります。次回以降の委員会においても、ぜひ

これをお持ちいただいて参考としていただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

それでは、松下書記から説明をお願いいたし

ます。

○松下書記 それでは、御説明いたします。

お手元のファイルの一番初めにとじてありま

す「議員定数・選挙区調査特別委員会報告書」

を使って御説明いたします。

まず、詳細の説明は省略させていただきます

が、１ページが調査活動の概要であります。続

いて２ページにまいりまして、議員定数及び選

挙区に関する法令等について、３ページが本県

における議員定数及び選挙区の状況についてで

あります。また、３ページの下のほうからが全

国の都道府県議会の状況、４ページにまいりま

して、（２）が県内市町村議会の状況、（３）

が一票の格差の最高裁判例の状況について調査

した結果であります。このほかにも数多くの調

査を行っておりますが、その詳細につきまして

は別添の資料を御参照いただければと思いま

す。

次に、３の基本方針の決定についてでありま

す。この基本方針は、委員全員が共通の認識を

持って委員会の協議を行うために決定されたも

のでありまして、３つの方針から成っておりま

す。次の５ページになりますが、基本方針１は

総定数に関するものであり、「総定数について

は削減を行う。ただし、県議会の機能・役割が

大きく低下しない範囲での削減に留める。」と

いうものであります。次に、基本方針２は選挙

区割りに関するものであり、「選挙区について

は、市町村合併の動向を踏まえるとともに、任

意合区の実施による選挙区の広域化についても

十分検討する。」というものであります。次

に、６ページですが、基本方針３は、各選挙区

の定数に関するものでありまして、「各選挙区

の定数については、一票の格差を合法的な範囲

で検討し、県全体の均衡ある発展にも十分配慮

した設定を行う。」というものであります。こ

のうち、基本方針の１については、具体的に総

定数については削減を行うということが明記さ

れておりまして、重要な意味を持つものであり

ました。なお、これらの詳細の説明は省略させ

ていただきます。

次に、６ページの４、委員会における協議か

らであります。基本方針の決定後は、その３つ

の項目のそれぞれについて各委員の見解を示し

ながら、より具体的な協議を行いました。ここ

からは、各委員からの意見を中心に黄色いマー

カーのしてある箇所を読み上げていきます。

まずは、（１）の総定数に関してでありま

す。「総定数については削減を行う」との基本

方針を受け、実際にどの程度の削減が適当かに

ついて協議を行いました。次のページになりま

すが、各委員からの「大幅な削減には慎重にな
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るべきだ」という趣旨の意見についてでありま

すが、「現在の常任委員会の機能を考えたとき

に、40～42名が一つの目安と考える。合併構想

に基づく合区が可能となる33名というのは現実

的に無理がある」「市町村合併で市町村が統廃

合されたことにより、市町村議会議員が削減さ

れた面があり、県全体として何ら行政需要が変

わっていない中、一概に県議会議員も削減すべ

きだとは言えない」「県議会の機能について改

めてしっかり勉強すべきであり、議会の機能を

果たすための適当な定数について十分検討すべ

きである」などがありました。また、そのほか

に出された意見としては、「県全体の予算に占

める議会費の割合はわずか0.2％であるが、全国

レベルで見て、立派に改革を行っていると評価

を受けるに足りる結論を目指すべきである」

「前期で削減をしておけば当面はそのままでも

よかったかもしれないが、今回はそれなりの結

論を出さなければ県民は納得しない」などがあ

りました。

次に、（２）の選挙区割りに関してでありま

すが、「選挙区の広域化についても十分検討す

る」との基本方針を受け、公職選挙法の原則を

尊重しつつ、任意合区の是非について協議を行

いました。

初めに、「任意合区を取り入れるべき」とす

る意見についてですが、「１人区を残すとなる

と、複数人区を減らす以外に削減の方法がなく

なる。選挙区を広くとれば、痛みはみんな平等

になる」「近年、郡の位置づけはあいまいに

なっており、広域行政が日常化しているという

事実を考慮して、合区の議論を行うべきであ

る」などがありました。

次に、「任意合区を取り入れるべきでない」

とする意見についてですが、「公職選挙法の原

則は郡市単位での選挙区設定であり、これを尊

重し、１人区の存在も認めるべきだ」「中山間

地域などで配当基数が１以下の郡市にも、きち

んと配慮すべきである。１人区も必要である」

などがありました。また、そのほかには、「法

令上、任意合区はしてもしなくてもいいもので

あり、我々だけの議論ではなく、地域の方たち

がどう考えるかも尊重すべきである」「新合併

特例法の期限は平成22年度までだが、決してこ

れが終わりではなく、いつでも合併は起こり得

る。合併の動向を見きわめるとして結論を先送

りすることはあってはならない」などの意見が

ありました。

最後に、（３）各選挙区の定数についてです

が、各選挙区の定数については、主に「ただし

書き規定の適用の是非」について協議を行いま

した。「ただし書き規定を適用すべき」とした

意見についてですが、「県土の均衡ある発展や

格差の問題は、我々地域代表が発言すること

で、その地域が活性化される面もあり、人口の

多いところだけに議員がいればよいとの発想は

問題だ」「都市部の議員が中山間地域を思って

発言することはありがたいことだが、やはり実

際にその地域に住み、苦労を味わっている者が

発言するのとでは重みが異なる」「平成９年度

の県議会議員定数問題等調査特別委員会におい

ても、一票の格差が議論され、中山間地域への

配慮から、２倍の範囲内でただし書きが適用さ

れた」などがありました。

また、「ただし書き規定を適用すべきでな

い」とする意見についてですが、「ただし書き

規定はあくまでただし書きにすぎず、本文は

『人口に比例して設定する』となっている。安

易にただし書きを使うことはおかしい」などが

ありました。
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次に、９ページからですが、県外調査及び意

見交換会の概要であります。県外調査では、法

定上限数から大幅な減員を行っている岐阜県議

会、逆に減員を全く行っていない和歌山県議

会、そして定数削減の決定までに紆余曲折の

あった奈良県議会において、定数の見直しに向

けた取り組みや、それを決定した後の県民の反

応などについて調査が行われました。なお、詳

細の説明は省略させていただきます。

次に、10ページの下のほうからになります

が、委員会では、宮崎県市議会議長会及び宮崎

県町村議会議長会との意見交換会を実施しまし

た。それぞれの議長会から役員の方々にお越し

いただき、各地域からの意見を聴取しました。

11ページにまいりますが、各意見を総括しま

すと、ほとんどの議長が、総定数の削減につい

ては賛成しながらも、選挙区への定数配分につ

いては、中山間地域あるいは面積の広い地域へ

の配慮を行ってほしいとの意見でありました。

やはり中山間地域の議長からは、地域の声が県

政に届きにくくなることへの危惧から、定数維

持を求める声が多く聞かれました。逆に削減に

積極的な意見であったのは、宮崎市議会議長で

ありました。

では、次に、６の正副委員長試案の提示にま

いります。これまでの委員会における調査や委

員からの意見、そして県外調査及び意見交換会

の結果を踏まえた上で、正副委員長で協議して

作成した試案を提示しました。今後の協議にお

ける選択の幅を広げるため、試案は総定数38名

の案１から、１名刻みで総定数43名の案６まで

の６通りとしました。また、それぞれの案が、

可能な限り任意合区を行っているＡのパターン

と現行選挙区どおりに選挙区を定めているＢの

パターンから成っております。

次のページにまいります。以上の６つの試案

を委員会において提示したところ、委員の所属

する各会派に持ち帰り、意見を集約した後に改

めて協議を行うのがよいのではとの意見が出

て、そのように取り扱うことで委員の意見が一

致しました。

そして、７からが各会派の見解であります。

ここは読み上げさせていただきます。

まず、自由民主党ですが、自民党は県内に幅

広く議員を抱えていることから、意見の集約が

大変難航し、特に選挙区割りと各選挙区の定数

については、①現行の選挙区割りを堅持すべ

き、②任意合区を含めて選挙区を設定したほう

がよい、③中山間地域への配慮を行うべきであ

るなどのさまざまな意見が出され、現時点では

意見を集約することがかなわなかった。よっ

て、この２つについては、今後の市町村合併の

動向を踏まえながら来年度に引き続き検討をし

ていくということとなった。ただし、県民が最

も注目している総定数については、さまざまな

意見があったものの、意見の集約に努め、39名

か40名とする。なお、そのどちらにするかにつ

いては、各選挙区の定数などを検討する中で最

終的に決定するとの結論に達した。すなわち、

最低でも５名の削減を行うというものである。

次に、社会民主党ですが、総定数に関して

は、本来、民意を的確に反映させるためには法

定上限数とするのが望ましいが、現下の厳しい

財政状況にかんがみ、議員定数及び議会費の削

減を図る必要があることから、39名とする。こ

れにより、今期の減員率では全国５位となり、

１人区を可能な限り合区することができる。選

挙区に関しては、多様な民意を反映するため、

可能な限り１人区をなくすとの観点から、最大

限任意合区を行い、県内を９選挙区とする。選
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挙区定数に関しては人口比例定数どおりとし、

ただし書き規定は適用しない。これにより一票

の格差は1.40倍と改善される。

次に、愛みやざきですが、総定数は36名とす

る。県が示す市町村合併推進構想の７つの地域

から１名ずつ削減する正副委員長試案１―Ａ

（総定数38名）をベースとし、さらに痛みを分

かち合うため、公職選挙法第15条第８項ただし

書き規定の適用を廃止する。つまり、西都市・

西米良村選挙区及び東臼杵郡選挙区について１

名ずつのさらなる削減を行い、総定数を36名と

する。これにより次の４つの効果が得られる。

１人区の解消により死に票を減らし、選挙区の

広域化により有権者の選択肢を拡大することが

できる。正副委員長試案１―Ａより一票の格差

を縮小することができる。市町村議会議員の削

減率とほぼ同レベルの削減となり、各議会から

理解が得られる。議員定数36名ならば削減率

が20％、減員率が25％であり、ともに日本一と

なる。

次に、公明党ですが、前期の特別委員会にお

いて、任意合区を可能な限り行いながら定数削

減を行うというスタンスであったことから、正

副委員長試案１―Ａ（総定数38名）が一つの候

補である。ただし、地方の声を県政に届けると

いう観点から、現行の16選挙区も尊重すべきで

あり、その場合は試案２―Ｂ（総定数39名）も

あり得ると考えており、この２つのどちらにす

るかについては結論が出ていない。

次に、民主党ですが、総定数は、40名及びそ

のプラスマイナス１名の範囲とする。今後の議

論の中で最大会派の自民党が40名と決め切れる

のであれば40名でもよいし、39名でまとまれば

それでも異論はない。また、５つの常任委員会

において議長が出席できないことが多いことを

考慮して、41名もあり得ると考える。なお、今

年度に総定数だけでも確認がなされれば、当委

員会の使命はある程度果たすことができるもの

と考えるというものでありました。

そして、最後の８が当委員会の結論でありま

す。各会派の見解を受けて、今年度の当委員会

においてどのような結論を出すかについて協議

を行いました。まず、選挙区割りと各選挙区の

定数については、意見の集約ができていない会

派もあることから、来年度に検討を行うことと

し、今年度の当委員会では、総定数に絞って結

論を出すということで委員の意見が一致しまし

た。そして、総定数について、各会派の見解を

集約する形で協議を行った結果、最終的に、次

の２つを当委員会の結論として全会一致で決定

いたしました。（１）次の一般選挙において、

総定数は40名以下とする。（２）その選挙区割

りと各選挙区の定数については、来年度に検討

を行う。

以上が、昨年度の特別委員会の審議の概要に

ついてであります。説明を終わります。

○緒嶋委員長 ありがとうございました。それ

では、委員協議に戻りますが、ここで一つ確認

させていただきたい事項がございます。先ほど

の説明にもありましたように、昨年度の特別委

員会では、「次の一般選挙において、総定数

は40名以下とする。」との結論が出されたとこ

ろであります。今年度の当委員会においても、

当然ながらこの結論を引き継いで議論を行うべ

きものと考えますが、このことについて何か御

意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 特にないようであれば、今年度

の当委員会においても、総定数を40名以下とす

るとの方針で協議を進めることについて御異議
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ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、改めて資料１をごらんください。

３の活動方針（案）及び４の活動計画（案）に

ついて、一括して御協議いただきたいと思いま

す。なお、資料１の案は、当委員会の設置目的

や委員長会議の結果を考慮しながら、あくまで

一般的な案として作成したものであります。本

日の委員会において皆様の御意見を伺った上

で、これらを最終的に決定していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

では、主要な点を御説明いたします。

活動方針については、昨年度の特別委員会と

同じ内容としております。活動計画については

別紙のほうにありますが、委員会の回数につい

ては、委員長会議確認事項の原則に基づき、閉

会中と定例会中に１回ずつ、年８回としており

ます。開催日については、十分な審議時間を確

保するため、他の３つの特別委員会の翌日を予

定しております。すなわち、定例会中は議事整

理日での開催となります。また、県内及び県外

調査については、昨年度と同様、委員会におけ

る審議の状況により、必要に応じて行うことと

しております。

それでは、活動方針（案）及び活動計画

（案）につきまして御意見を伺いたいと思いま

す。御意見等がございますでしょうか。

○井上委員 新しく加わったということもあっ

てお聞かせいただきたいと思うんですけれど

も、この活動計画、今、委員長の説明がありま

したが、やはりまだ県内の調査とか県外調査を

しなければいけないのか、そのことが１点で

す。それと、委員会の回数というのは、議論に

もよりますので、その日程というのはある程度

確保しておくという前提もあると思うんですけ

れども、そこについては柔軟性を持たせてこれ

でもいいと思うんですけど、県内・県外の調査

というのは不必要ではないのかという意見があ

りまして、この委員会でいろいろ議論すればそ

れでいいのではないかと思うんですけれども、

その辺についてはいかがですか。

○緒嶋委員長 皆さん方の御意見を伺いたいと

思います。

○坂元委員 県外は必要ないと思いますけど、

県内について、選挙区割り等が出てくれば、場

合によっては公聴会等を開催する必要もあるの

ではないかということは思います。

○黒木委員 昨年は定数について主に議論して

やってきたというふうな感じもするんです。で

すから、今回、今、坂元委員が言われるよう

に、選挙区割りについては、県内の状況、意

見、ここあたりは大事じゃないかなという気が

するんです。

○蓬原委員 私も県外については、資料は幾ら

でも集められるわけで、必要ないのかなと。県

内について、今いろいろ御意見がありますよう

に、県内の選挙区割りをどうするかということ

ですから、やっぱりこれは項目として残してお

いたほうがいいと思います。

○緒嶋委員長 今の御意見、県外は必要ないだ

ろうと。ただし、県内については、いろいろ言

われたように、必要に応じて公聴会等含めて

やったらどうかということでありますので、そ

のような方針でいいですか。必要性が生じた場

合は県内調査もするし、公聴会も開くというこ

とで、いろいろな皆さんの意見をできるだけ集

約しながら結論を出すということであります

が、いいですか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 そういうことで進めさせていた

だきます。

それから、県外調査はやらないということで

ありますが、どの程度の時期に結論を出すか。

一応案としましては、年間を通じて来年２月定

例会中までということにしておるんですけれど

も、皆さん方の審議状況によってはこれを短縮

することもできるわけでありますので、めどと

いうのは、今のところいつにするかというのは

なかなか容易ではないかと思いますけど、皆さ

ん方の御意見を伺っておきたいというふうに思

います。

○福田委員 私は、昨年１年間かなり調査ある

いは議論で煮詰まった話ですから、年内いっぱ

いには結論を出して３月では条例化すると、そ

のぐらい考えてもいいんじゃないかと思いま

す。

それともう一つ、昨年、各代表者に集まって

いただいて御意見を徴しましたが、組織から１

人ずつでありますと偏った意見が出ますから、

同じ地域から複数の関係団体を呼ばれたほうが

いいかなという気がいたしました。

○緒嶋委員長 そのほか御意見ございません

か。今の御意見は、ことしの12月ぐらいまでに

結論を出して、来年の２月定例会で議決したら

というようなことでありますが、いいですか、

そういうことで。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 必要に応じて、できるだけ休会

中の委員会等も、委員会というか公聴会含め

て、そういうことで皆さん方の協力を得て、で

きるだけ今年の12月までに特別委員会としての

結論を出すという方針で進むということでいい

ですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、そのように決定させ

ていただきます。

ほかに御意見もないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、最後に（３）のその

他でございますが、次回の委員会において検討

すべきテーマや必要とする資料等について、委

員の皆様から御意見や御要望を伺いたいと思い

ます。

○坂元委員 格差についてこれに書いてありま

す。大体３倍以下と。全国46都道府県における

格差が最大どれだけあるものかということと、

格差の論理ですね、なぜそれが許容できるのか

という点が、調べられたら調べていただきた

い。さっきもいろいろあったけど、憲法は人間

の数でいきますが、政治の参加、投票率なんか

見ても、政治に期待しない部分、必要でない部

分というのもある程度見受けられるということ

でありますから、その辺を研究したいと思っ

て、その資料をお願いします。

○緒嶋委員長 できるだけそういう資料をこち

らのほうで準備させていただくということでい

いですか。ほかに何か御要望等ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、次に、次回の委員会

の開催についてでありますが、６月定例会開会

中の６月30日午前10時からを予定しております

ので、よろしくお願いいたします。

今、坂元委員から意見が出ましたが、次回の

内容等については、委員長、副委員長に一任し

ていただけますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、そのようなことで進

めさせていただきます。
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何もほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 なければ、以上で本日の委員会

を閉会いたします。御協力ありがとうございま

した。

午後１時31分閉会


